
 

 

 

 

 

ふじみ野市内の住宅・店舗・工場等を改修される場合 

その費用の一部をふじみ野市商工会建設部会で補助します。  

 

 ☆ 申込資格（全てに該当する方） 

  １．申請時において、ふじみ野市に住民登録又は外国人登録のある方。 

  ２．ふじみ野市内に住宅・店舗・工場がある方。 

  ３．住民税及び固定資産税又は家賃の滞納がない方。 

  ４．商工会住宅建設工事・リフォーム補助制度を過去に利用していない方。 

 

 ☆ 補助対象工事 

  １．申請者自らが所有又は賃借している住宅・店舗・工場のリフォーム及び建設工事で

あること。 

２．ふじみ野市商工会建設工事等補助制度登録の事業者が実際に行う工事であること。 

  ３．建設工事金額が１０万円以上であること。 

  ４．交付決定を受けた後に施行し、令和５年１２月２７日までに工事が完了すること。 

   ※行政の補助を受ける工事は補助対象外となります。 

 

 【住宅建設工事の例】 

  ・建物の内外装の改修工事 

  ・屋根、といの改修工事 

  ・玄関、居間等の間取りの変更工事 

  ・台所、浴室、トイレ等水回りの工事 

  ・増改築により床面積の増加する工事 

  ・外構の改修工事 

   注）シロアリ等の防虫防蟻処理は、本事業には該当しません。 

 

 ☆ 受付期間 

   令和５年８月１５日（火）から令和５年１２月２７日（水）まで 

   (工事契約日が令和５年８月１５日以降のものに限る。) 

   ※受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合は、その時点で打ちきりとなります。 

事前にふじみ野市商工会までお問い合せ下さい。 

 

 ☆ 補助の内容 

   申請に基づき工事費の５％（上限２万円）で千円未満は切り捨てとなります。 

   ※申請していただいた口座に振り込みとさせていただきます。 

 ☆ 申し込み・問い合わせ先 

   ふじみ野市商工会   Tel ０４９－２６１－３１５６ 

   登録業者は本チラシ記載の事業者になります。 

建設工事金額 10 万円以上で 

工事費の 5％（上限 2 万円）が 

補助されます！ 

 


